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自衛隊施設の建設工事（直轄工事）に係る国有財産登録資料等の

受渡しの実施について（通知）

標記について、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１

９年防衛省訓令第６６号）第３６条第１項の規定に基づき別紙のとおり定めた

ので通知する。



別紙

自衛隊施設の建設工事（直轄工事）に係る国有財産登録資料等の

受渡しに関する実施要領

（趣旨）

１ この要領は、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１

９年防衛省訓令第６６号。以下「取得等訓令」という。）第４条第８号に規

定する直轄工事に係る国有財産の受渡しについて、必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

２ この要領において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に示す

とおりとする。

⑴ 「財産管理担当課長」とは、別表第１の左欄に掲げる部局においてはそ

れぞれ右欄に定める者とする。

⑵ 「事業監理担当課長等」とは、別表第２の左欄に掲げる部局においては

それぞれ右欄に定める者とする。

⑶ 「建設工事担当課長」とは、別表第３の左欄に掲げる部局においてはそ

れぞれ右欄に定める者とする。

⑷ 「完成検査」とは、工事検査の実施細目について（防整技第７１６６号。

２８．３．３１）別紙第５第１号に規定する完成検査をいう。

⑸ 「工事検査官」とは、工事検査の実施細目について別紙第２第２号に規

定する工事検査官をいう。

⑹ 「工事監督官」とは、工事監督の実施細目について（防整技第７１６５

号。２８．３．３１）別紙第２第１号に規定する工事監督官をいう。

⑺ 「国有財産登録資料等」とは、別紙様式第１から別紙様式第４までによ

る国有財産等目録、国有財産台帳付属図面、積算価格内訳明細書及び発生

材調書をいう。

（口座名等一覧表の送付）

３ 財産管理担当課長は、前年度末現在における口座名等を取りまとめ、別紙

様式第５による口座名等一覧表を作成し、７月末までに別表第２の部局の区

分に従い、それぞれの事業監理担当課長等に送付するものとする。



（完成検査予定日一覧表の送付）

４ 事業監理担当課長等は、毎月２５日までに翌月に実施することを予定して

いる完成検査の予定日一覧表（以下「一覧表」という。）を部局ごとに作成

し、当該部局の財産管理担当課長に送付するものとする。

５ 事業監理担当課長等は、前項の規定により送付した一覧表に記載された完

成検査を実施する予定日に変更が生じた場合は、直ちに、その旨を前項の財

産管理担当課長に通知するものとする。

（国有財産登録資料等受渡書の送付）

６ 建設工事担当課長は、工事（取こわしを除く。）の請負業者から完成検査

に合格した物件を受領した日に、別紙様式第６による国有財産登録資料等受

渡書に国有財産登録資料等を添付したもの（以下「受渡書一式」という｡）

を部局ごとに作成し、当該部局の財産管理担当課長に送付するものとする。

７ 財産管理担当課長は、前項の受渡書一式を受領したときは、受領年月日を

記入の上、前項の建設工事担当課長に受渡書一式の写しを送付するものとす

る。

８ 建設工事担当課長は、工事（取こわし）の完了を確認した日に、別紙様式

第７による国有財産登録資料等受渡書（取こわし）に別紙様式第３による国

有財産等目録、設計図（案内配置図、建物概要等）及び発生材調書を添付し

たもの（以下「取こわし書一式」という｡）を部局ごとに作成し、当該部局

の財産管理担当課長に送付するものとする。

９ 財産管理担当課長は、前項の取こわし書一式を受領したときは、受領年月

日を記入の上、前項の建設工事担当課長に取こわし書一式の写しを送付する

ものとする。

（内部部局庁舎等の工事等）

10 大臣官房会計課に所属する国有財産のうち直轄工事によるものの受渡しに

ついては、第６項から第９項までの規定を準用する。この場合において、第

６項及び第８項中「建設工事担当課長」とあり、第７項及び第９項中「前項

の建設工事担当課長」とあるのは「北関東防衛局長」と、第６項及び第８項

中「当該部局の財産管理担当課長」とあり、第７項及び第９項中「財産管理

担当課長」とあるのは「大臣官房会計課長」と読み替えるものとする。



別表第１

部 局 財 産 管 理 担 当 課 長

北海道防衛局 北海道防衛局管理部施設管理課長

東北防衛局 東北防衛局企画部施設管理課長

北関東防衛局 北関東防衛局管理部施設管理課長

南関東防衛局 南関東防衛局管理部施設管理課長

近畿中部防衛局 近畿中部防衛局企画部施設管理課長

中国四国防衛局 中国四国防衛局企画部施設管理課長

九州防衛局 九州防衛局管理部施設管理課長

沖縄防衛局 沖縄防衛局管理部施設管理課長

帯広防衛支局 帯広防衛支局施設課長

東海防衛支局 東海防衛支局施設補償管理課長

熊本防衛支局 熊本防衛支局業務課長



別表第２

部 局 事 業 監 理 担 当 課 長 等

北海道防衛局 北海道防衛局調達部事業監理課長

東北防衛局 東北防衛局調達部事業監理課長

北関東防衛局 北関東防衛局調達部事業監理課長

南関東防衛局 南関東防衛局調達部事業監理課長

近畿中部防衛局 近畿中部防衛局調達部事業監理課長

中国四国防衛局 中国四国防衛局調達部事業監理課長

九州防衛局 九州防衛局調達部事業監理課長

沖縄防衛局 沖縄防衛局調達部事業監理課長

帯広防衛支局 帯広防衛支局建設計画官

東海防衛支局 近畿中部防衛局調達部事業監理課長

熊本防衛支局 熊本防衛支局建設計画官



別表第３

部 局 建 設 工 事 担 当 課 長

北海道防衛局 北海道防衛局調達部建築課長、土木課長及び設

備課長

東北防衛局 東北防衛局調達部建築課長、土木課長及び設備

課長

北関東防衛局 北関東防衛局調達部建築課長、土木課長及び設

備課長

南関東防衛局 南関東防衛局調達部建築課長、土木課長及び設

備課長

近畿中部防衛局 近畿中部防衛局調達部建築課長、土木課長及び

設備課長

中国四国防衛局 中国四国防衛局調達部建築課長、土木課長及び

設備課長

九州防衛局 九州防衛局調達部建築課長、土木課長及び設備

課長

沖縄防衛局 沖縄防衛局調達部建築課長、土木課長及び設備

課長

帯広防衛支局 帯広防衛支局建設課長

東海防衛支局 近畿中部防衛局調達部建築課長、土木課長及び

設備課長

熊本防衛支局 熊本防衛支局建築課長、土木課長及び設備課長



別紙様式第１

目録
国 有 財 産 等 目 録 番号

1 国 有 財 産 目 録（１）
（国有財産とするものの内訳）

口座名：

建物 増加
区分 種目 用途細目 構造型式等 数量 端数 価格（円） 番号 事由 備考

小 計 （Ａ） 円



記載要領

１ 自衛隊の建設工事に係る完成物件のうち、新築（設）等により国有財産として新規に取得し

たもの、増築（設）等により既存の国有財産に付加したもの及び改築（設）、修繕、模様替等に

より既存の国有財産の価格等が増加したものについて記入する。

２ １契約の建設工事が２口座以上にわたる場合は、口座ごとに別葉に記入する。

３ 区分、種目、用途細目、構造形式等

国有財産法施行細則（昭和２３年大蔵省令第９２号）別表第１「国有財産区分種目表」及び

国有財産台帳等取扱要領について（財理第1859号。平成13年5月24日）に基づき記入する。

４ 数量

（１）建物の数量は、国有財産台帳等取扱要領についてに基づき算出し、上段に建面積

（㎡）、下段に延面積（㎡）を、端数は小数点以下２位までとし、３位以下は切り捨てて記入す

る。

（２）工作物の数量は、囲障、岸壁、トンネル、軌道、気送管路、空気供給管路については延

長（ｍ）を、電信線路、電話線路、電力線路については上段に亘長（ｍ）、下段に延長（ｍ）

を、その他のものについては一式又は１箇所をもって１個とし、その個数を記入する。

５ 価格

（１）積算価格内訳明細書の記載金額に落札率を乗じた金額とし、各用途細目ごとに記入す

る。価格に端数が生じる場合には適宜整理し、小計（Ａ）と別紙様式第２の小計（Ｂ）との合算

額は建設工事請負代金額と合致させる。

（２）請負工事において無償で交付した材料を使用した場合は、その評価額を各用途細目ご

との金額に加算するものとし、その額を備考欄に記入する。この場合、小計（Ａ）と別紙様式

第２の小計（Ｂ）との合算額と建設工事請負代金額とは合致しない。

６ 建物番号

建物は、その建物番号を記入する。また、建物に附属する工作物は該当する建物の建物番

号を記入する。ただし、新規取得の建物で、まだ建物番号が付されていない場合は、建物の

用途を記入する。

７ 増加事由

国有財産法施行細則別表第２「国有財産増減事由用語表」に基づき記入する。



別紙様式第２

目録
国 有 財 産 等 目 録 番号

２ そ の 他 建 設 工 事 目 録
国有財産としないもの又は国有

財産価格に含めないものの内訳

口座名：

項 目 価格（円） 記 事

調 査 ・ 測 量 工 事 費

整 地 工 事 費

盛 土 工 事 費

撤 去 工 事 費

建 物 等 移 転 工 事 費

芝張工事費（種子吹き付けを含む。） 芝生本体 ㎡、 円

樹 木 移 植 工 事 費

樹 木 伐 採 工 事 費

伐 根 工 事 費

歩 道 切 開 工 事 費

砂 利 敷 工 事 費

素 堀 側 溝 工 事 費

既 設 舗 床 撤 去 復 旧 工 事 費

小 計 （Ｂ） 円

合 計 （Ａ） ＋ （Ｂ） 円



記載要領

１ 項目

各項目に該当する場合は当該欄に、これ以外の工事費がある場合には、適宜余白に項目

を追記する。（主な項目の説明は、付紙のとおり。）

２ 価格

別紙様式第１の記載要領５と同様に記載し、合計額（Ａ）＋（Ｂ）は、建設工事請負代金額と

合致させる。

芝生の価格が明らかであり、かつ、工作物（土留、築庭、囲障等）の一部を構成している場合

は、当該工作物の価格に含める。

３ 記事

特に説明を必要とする工事費の工事内容等を記入する。

芝張工事費（種子吹き付けを含む。）については、記事欄に本体価格及び数量を記載する。



付 紙

その他建設工事目録に関する説明（主なもの）

１ 調査・測量工事費

建物等の建設工事と同一契約により既設埋設物調査工事、地形測量工事等を実施した場

合に、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記入する。ただし、当該調査

工事を別途契約により実施した場合は、記入することを要しない。

２ 整地工事費

建物等の建設に係る基礎工事の一部等、国有財産となる物件に直接関係する整地に要し

た費用は、当該建物等の価格に含めるが、同一契約内の工事であっても、当該建物等に直接

関係のない整地をした場合に、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記

入する。ただし、新たに建物等を建築（設）するために敷地を造成した場合は、「地均」として土

地価格に加算する。

３ 盛土工事費

建物等の建設に係る基礎工事の一部等、国有財産となる物件に直接関係する盛土に要し

た費用は、当該建物等の価格に含めるが、同一契約内の工事であっても、当該建物等に直接

関係のない盛土をした場合に、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記入

する。ただし、当該口座（施設）全域にわたって位置を高めるために盛土した場合は、「地均」と

して土地価格に加算する。

４ 撤去工事費

建物等の建設工事に伴い、既設建物等の取こわし又は障害物を除去する工事を行った場

合、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記入する。また、既設建物等の

改築、移築、模様替等の改修工事における一部の解体、撤去に要した費用も同様の取扱いを

する。

５ 建物等移転工事費

建物等の建設工事に伴い、既設建物等を原形を維持したまま、その位置を変更（移転）した

場合、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記入する。

６ 芝張工事費（種子吹き付けを含む。）

芝生は、原則として国有財産台帳に登録しないので、これに要した費用は、国有財産にしな

いものとして記入するが、芝生の価格が明らかな場合は、土地の備考欄に記載する必要があ

るため、記事欄に本体価格及び数量を記載する。ただし、国有財産とする工作物（土留、築

庭及び囲障等）の一部を構成している芝生は、当該工作物の価格に含める。

７ 樹木移植工事費

既植栽樹木を移植した場合の費用は、国有財産価格に含めないものとして記入する。な

お、樹木を新植した場合の国有財産台帳に登録する価格は、樹木のみの購入価格とし、運搬

及び植え込みに要した費用は含めない。



８ 樹木伐採工事費

建物等の建設工事に伴い、障害となる樹木を伐採した場合、これに要した費用は、国有財

産価格に含めないものとして記入する。

９ 伐根工事費

樹木を伐採後存置されている樹根を除去した場合、これに要した費用は、国有財産価格に

含めないものとして記入する。

１０ 歩道切開工事費

演習場等の山林、原野等を切り開いて（伐開等）、歩道等（非舗装）を開設した場合、これ

に要した費用は、国有財産にしないものとして記入する。

１１ 砂利敷工事費

隊・庁舎、宿舎等の建物周囲、通信鉄塔下、道路等の地表面に砂利を敷均しただけの

場合、これに要した費用は、国有財産にしないものとして記入する。ただし、建物周囲に縁石

を設置して、その内側に砂利敷をした場合（犬走り）及び建物等の基礎工事の一部に係る砂

利敷をした場合は、当該建物等の価格に含める。

１２ 素堀側溝工事費

素堀側溝は、国有財産台帳に登録しないので、これに要した費用は、国有財産にしないも

のとして記入する。

１３ 既設舗床撤去復旧工事費

上下水道管、電信・電話・電力線路等を埋設するために、既設の舗床の一部を一時的に

撤去し、当該物件の埋設後、工事前の原状に回復した場合、舗床に係る国有財産台帳価格

の増減整理は行わないので、これに要した費用は、国有財産価格に含めないものとして記入

する。



別紙様式第３

目録

国 有 財 産 等 目 録 番号

３ 国 有 財 産 目 録（２）
（撤去（取こわし）した国有財産の内訳）

口座名：

推 定 再 建 築 建物 減少

区分 種目 用途細目 構造型式等 数量 （設 ）価格（円 ） 番号 事由 備考

記載要領
１ 当該工事が２口座以上にわたる場合は、口座毎に別葉に整理する。
２ 区分、種目は、国有財産法施行細則別表第１「国有財産区分種目表」に基づき
記入する。
３ 建物の数量は、上段に建面積（㎡）、下段に延面積（㎡）を、端数は小数点以下
２位までとし、３位以下は切り捨てる。
４ 工作物の数量は、囲障、岸壁、トンネル、軌道、気送管路、空気供給管路の場
合は延長（m）、電信線路、電話線路、電力線路の場合は上段に亘長（m）、下段に
延長（m）、その他のものは、一式又は１箇所をもって１個とし、その個数を記入
する。
５ 減少事由は、国有財産法施行細則別表第２「国有財産増減事由用語表」に基づ
き記入する。
６ 推定再建築（設）価格は、取こわし等により減少した既存の国有財産を取こわし等の時
点において新たに建設しようとする場合の価格（工事実施計画書の作成の要領で積算し
た価格）を記入する。ただし、算出が困難な場合は、工事監督官と財産管理担当者双方
が調整し、価格を決定すること。
なお、建物の１棟の全部又は工作物の１個の全部を取こわした場合は、空欄とする。



別紙様式第４

目録

国 有 財 産 等 目 録 番号

４ 建 設 工 事 契 約 内 訳

契 約 内 訳 請負代金額 （円） 備 考

原 契 約

第 回設計変更

第 回設計変更

第 回設計変更

第 回設計変更

第 回設計変更

合 計 円

記載要領
請負代金額は、設計変更で減契約の場合は、金額頭部斜め上に△印を付す。



別紙様式第５

口座名等一覧表

年 月 日現在

（１）防衛省行政財産（自衛隊施設）

口 座 名 所 在 地 備 考

計 口 座

（２）特別借受宿舎

口 座 名 所 在 地 備 考

計 口 座



別紙様式第６

国有財産登録資料等受渡書

口 座 名 ：

所 在 地 ：

工 事 名 ： （完成・指定部分）

工 期 ：着 工： 年 月 日

完 成： 年 月 日

完 成 検 査 年 月 日： 年 月 日

工 事 検 査 官： 官職

氏名

工 事 監 督 官： 官職

氏名

防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１９

年防衛省訓令第６６号）第４条第８号に規定する直轄工事に関し、

上記建設工事に係る国有財産登録資料等を受け渡す。

受 領 年 月 日： 年 月 日

建設工事担当課長： 職名

氏名

財産管理担当課長： 職名

氏名

（財産管理担当者：官職

氏名 ）

添付書類：１ 国有財産等目録

２ 国有財産台帳付属図面

３ 積算価格内訳明細書 （設計変更分を含む。）

４ 発生材調書



記載要領

１ 口座名は、建設工事を実施した施設の国有財産台帳の口座名を記入する。

２ 所在地は、建設工事を実施した施設の国有財産台帳の所在地を記入する。

３ 工事名は、建設工事の名称を記入する。また、工事名の後の（ ）内に完成又は

指定部分の区分を記入する。

４ 工期は、建設工事請負契約書に記載されている工期の初日及び末日を記入する。

５ 完成検査年月日は、完成検査の実施年月日を記入する。

６ 工事検査官は、工事検査官の指名をされている者のうち１名以上の工事検査官の

官職及び氏名を記入する。

７ 工事監督官は、工事監督官の指名をされている者のうち１名以上の工事監督官の

官職及び氏名を記入する。

８ 財産管理担当者は、財産管理担当課長の事務を補助する者のうち自衛隊関係の国

有財産台帳事務を担当する職員の官職及び氏名を記入する。

９ 国有財産台帳付属図面を紙媒体で提出する場合は、原図を含め２部添付する。



別紙様式第７

国有財産登録資料等受渡書（取こわし）

口 座 名 ：

所 在 地 ：

工 事 名 ：

工 期 ：着工： 年 月 日

完成： 年 月 日

取こわし確認年月日： 年 月 日

工 事 監 督 官 ： 官職

氏名

防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１９

年防衛省訓令第６６号）第４条第８号に規定する直轄工事に関し、

上記建設工事に係る国有財産登録資料等を受け渡す。

受 領 年 月 日： 年 月 日

建設工事担当課長： 職名

氏名

財産管理担当課長： 職名

氏名

（財産管理担当者：官職

氏名 ）

添付書類：１ 国有財産等目録

２ 設計図（案内配置図、建物概要等）

３ 発生材調書



記載要領

１ 口座名は、建設工事を実施した施設の国有財産台帳の口座名を記入する。

２ 所在地は、建設工事を実施した施設の国有財産台帳の所在地を記入する。

３ 工事名は、建設工事の名称を記入する。

４ 工期は、建設工事請負契約書に記載されている工期の初日及び末日を記入する。

５ 取こわし確認年月日は、工事（取こわし）の完了した時点において確認した年月

日を記入する。

６ 工事監督官は、工事監督官の指名をされている者のうち１名以上の工事監督官の

官職及び氏名を記入する。

７ 財産管理担当者は、財産管理担当課長の事務を補助する者のうち自衛隊関係の国

有財産台帳事務を担当する職員の官職及び氏名を記入する。


